
相続・贈与関連の改正



非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の改正
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非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度の運用状況等を踏まえ、次のとおり所要の措置が講じられました。

風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲について、特別関係会社のうち次に掲げる者によりその株
式等の過半数を直接又は間接に保有される会社とされます。

① 認定会社
② 認定会社の代表権を有する者
③ 認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族
④ 認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者

改 正 内 容

ケースＡ：適用不可
ケースＢ：適用不可

改正前

ケースＡ：適用不可
ケースＢ：適用可

改正後

先代
経営者

後継者相続等

申請会社

・風俗営業会社
・大会社
・上場企業

51％

51％

ケースＡ

・風俗営業会社
・大会社
・上場企業

生計を一に

しない関係

先代
経営者

後継者相続等

申請会社

51％

ケースＢ

親族等

51％

― 具 体 例 ―

ポ イ ン ト

① 事業承継税制の適用にあたって、申請会社及びその関係者が風俗営業会社等の株式を一定以上
保有してはならないとする要件が見直されました。

② 具体的には、関係者の範囲を、親族等から、後継者本人、生計を一にする親族等に絞り込み、
要件が大幅に緩和されました。

適 用 時 期 平成23年6月30日以後の相続・遺贈又は贈与より適用

成立済



住宅取得等資金贈与の適用対象の改正
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住宅取得等資金の贈与税の非課税措置等について、住宅取得等資金の範囲が拡大されました。

平成２3年1月１日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税から適用適 用 時 期

次の制度について、その適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等（住宅取得等資金の贈与を受けた
翌年3月15日までに行われるものに限ります）に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における
当該土地等の取得のための資金が追加されました。

（１）直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
（２）特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置

土地の購入先と住宅建築の請負先は別の場合でも適用となります。

土地

【①まずＡ社から贈与のお金で土地を取得】 【②その後、Ｂ社でマイホームを建築】

（改正）平成23年から住宅取得等資金の贈与に該当⇒特例対象

直系尊属又は特定
の贈与者からの贈与

改 正 内 容

成立済

ポ イ ン ト



相続税法その他の改正（連帯納付義務・還付加算金）
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更正又は決定に基づく相続時精算課税制度に係る贈与税額を還付する場合の還付加算金の計算期間について、相続税の申
告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日（更正が更正の請求に基づくものである場合には、その
更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と更正の日の翌日以後1月を経過する日のいずれか早い日）までの日数は、計
算期間に算入されないこととなりました。

平成24年1月１日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用適 用 時 期

適 用 時 期

相続税の連帯納付義務等について、次の措置が講じられることとなりました。

①税務署長は、連帯納付義務者から相続税を徴収しようとする場合等には、連帯納付義務者に対し、納付通知書に
よる通知等を行わなければならないこととなりました。

②相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税については、原則として、利子税に代
わりました

施行日以後に納期限が到来する相続税について適用

改 正 内 容

改 正 内 容

成立済



個人所得課税



１認定ＮＰＯ法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除

寄附金控除との選択により、下記の算式により計算した金額をその年分の所得税額から控除する制度が導入されました。

①（認定ＮＰＯ法人に対する寄附金（注）－2,000円）×40％ ①、②の

② 所得税額×25％ いずれか低い金額

（注）総所得金額等の40％を限度とします。

２公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除

寄附金控除との選択により、下記の算式により計算した金額をその年分の所得税額から控除する制度が導入されました。

①（公益社団法人等に対する寄附金（注）－2,000円）×40％ ①、②の

② 所得税額×25％ いずれか低い金額

（注）総所得金額等の40％を限度とします。

寄附金の税額控除制度の導入
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ポ イ ン ト

改 正 内 容

認定特定非営利活動法人（以下、「認定ＮＰＯ法人」といいます）及び公益社団法人等への寄附金を支
出した場合、所得税について税額控除制度が導入されました。

平成23年分の所得税より適用適 用 時 期

成立済



1.年金所得者の申告手続きの簡素化

（１）確定申告不要制度の創設

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について
確定申告不要制度が創設されました。

（注１）この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することが
できます。

（注２）公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税
の申告が必要です。

（２）源泉徴収税額の計算の際、控除対象とされる人的控除の範囲の追加
公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦（寡夫）控除を追加
するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項について、所要の法整備を行うことになり
ました。

2.所得税の確定申告書の提出期間

申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年１月１日（改正前はその年の翌年2月16日）より提出できることに

なりました。

その他の所得税の改正
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改 正 内 容

適 用 時 期
１（１）、２ 平成23年分の所得税より適用

１（２） 平成25年1月1日以後に支払われるべき公的年金等について適用

成立済
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土地住宅税制



特定事業用資産の買換え特例の見直し ①(継続・廃止)
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改 正 内 容

所得税 継続分：平成26年12月31日まで延長 廃止分：平成23年6月29日までの譲渡について適用

法人税 継続分：平成26年3月31日まで期限延長 廃止分：平成23年6月29日までの譲渡について適用
適 用 時 期

所得税 法人税
買換えの内容

措法37 措法65の7

3号（旧6） 3号（旧6） 航空機騒音障害区域の内から外への買換え

7号（旧13） 7号（旧14）
農業振興地域の整備に関する法律に基づく勧告に係る協議、調停、あっせん等による農用地区域等内にあ
る土地等の買換え

8号（旧14） 8号（旧15）
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災街区整備事業に関する都市計画によ
る防災再開発促進地区内にある土地等の買換え

（旧2） （旧2） 大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え

（旧3） （旧3） 騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え

（旧4） （旧4） 水質汚濁規制水域の特定施設等および公共用水域の湖沼特定施設等の買換え

（旧8） （旧8）
農村地域工業等導入促進法の農村地域および誘致区域の外から同法の実施計画において定められた工業等
導入地区内への買換え

（旧11） （旧11） 市街化区域または既成市街地等の地域内の建物の高層化に伴う買換え

❈ （旧12） 特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え(❈措法37の5一号 事業用部分のみ廃止)

（旧12） （旧13） 人口集中地区の区域内の木造貸家住宅から中高層貸家住宅への買換え

（旧15） （旧16） 防災再開発促進地区内における認定建替計画による買換え

（旧17） （旧18） 内航船舶から他の減価償却資産への買換え

【継続分】

ポ イ ン ト
特定事業用資産の買換えの場合等の課税の特例について、一部改正・廃止等の見直しを行った上で、
その適用期限が3年間延長されました。

【廃止分】

成立済



特定事業用資産の買換え特例の見直し ②(一部改正・一部廃止)
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改 正 内 容

所得税1号・6号・10号 ⇒平成23年6月30日以後に取得する資産について適用（平成26年12月31日まで）

所得税2号・4号・5号 ⇒平成23年6月30日以後に行う資産の譲渡等について適用（平成26年12月31日まで）

法人税1号・6号・10号 ⇒平成23年6月30日以後に取得する資産について適用（平成26年3月31日まで）

法人税2号・4号・5号 ⇒平成23年6月30日以後に行う資産の譲渡等について適用（平成26年3月31日まで）

適 用 時 期

所得税 法人税
買換えの内容 一部改正内容

措法37 措法65の7

1号 1号
既成市街地等の内から外
への買換え

買換資産で農業及び林業以外の事業の用に供されるものについて、市街化区域
のうち特定区域内にあるものに限定され、譲渡資産から店舗を除外して継続

２号
（旧5）

2号
（旧5）

市街化区域または既成市
街地等の内から外への林
業用土地等の買換え

適用対象から、林業用土地等の買換えを除外して継続

4号
（旧7）

4号
（旧7）

誘致区域の外から内への
買換え

誘致区域の外から内への買換えのうち、流通業務市街地の整備に関する法律の
流通業務地区に係る措置等を廃止して継続

5号
（旧9）

5号
（旧9）

都市開発区域等および誘
致区域の外から内への買
換え

譲渡資産の対象区域から半島振興対策実施地域および離島振興対策実施地域が
除外され、既成市街地等内にある譲渡資産を、一定の事務所用等の建物または、
その敷地の用に供されている土地等に限定して継続

6号
（旧10）

6号
（旧10）

既成市街地等内における
土地の計画的かつ効率的
な利用に資する買換え

既成市街地等内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する買換えのうち
都市再開発法の認定再開発事業計画に係る措置を廃止して継続

10号
（旧18）

10号
（旧19）

日本船舶から日本船舶へ
の買換え

環境への負荷の低減に係る要件が見直されるほか、買い換えた船舶の船齢が譲
渡した船舶の船齢を下回っていることを要件に追加して継続

【一部改正・一部廃止分】

成立済



住宅省エネ改修工事等促進税制①

制 度 内 容

適 用 期 限

居住者が、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事を行った場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅
ローンがあるときは、その住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除することができる制度が延長されました。また、
借入をしなくても一定の金額を所得税額から控除することができる制度もあり、住宅ローン控除制度との選択ができます。

１．住宅ローンを借り、省エネ改修工事・バリアフリー改修工事を行った場合

年末の住宅ローン残高（注） 控除率 控除期間

①省エネ改修工事等を含
む増改築工事費用

1,000万円まで 1.0％
5年

② ①のうち特定の省
エネ改修工事等

200万円まで 2.0％

（注）償還期間が5年以上の住宅ローンに限り、
②の工事金額を含む合計で1,000万円ま
でとなります。

【増改築に係る住宅ローン控除との比較】
いずれかを選択できます

省エネ改修工事等のローン控除 増改築の住宅ローン控除

控除期間 5年間 10年間

控除率
1.0％

（特定省エネ工事等は2.0％）
1.0％

ローンの償還期間 5年以上 10年以上

ローンの年末残高の
限度額

1,000万円
（内、特定省エネ工事等は200万

円）
注

工事費用 30万円超 100万円超
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２．ローンを組まずに、既築住宅の省エネ改修をする場合

（注）ローンの年末残高の控除限度額は、
居住の年によって異なります。

居住年 控除限度額

平成21･22年 5,000万円

平成23年 4,000万円

平成24年 3,000万円

平成25年 2,000万円

1. 平成25年12月31日までに居住の用に供した場合について適用
2. 平成24年12月31日まで延長

成立済

①一定の省エネ改修工事（太陽光発電設備の設置を含む）を行った場合に、工事費の10％をその年分の所得税額から控除
することができます。工事費用は200万円（太陽光発電設備を設置する場合には300万円）が限度額になります。

②バリアフリー改修工事を行った場合、工事費用は200万円（平成23年12月31日まで）と150万円（平成24年1月1日
～平成24年12月31日）が限度額となります。



１．住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除

①住宅の新築、取得又は増改築等（以下「住宅の取得等」といいます）の対価の額又は費用の額に関し補助金等（国
又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます）の交付を受ける場合に
は、その住宅の取得等の対価の額又は費用の額からその補助金等の額を控除することになりました。

（注）特定増改築等住宅借入金等特別控除について、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に関し補助金等の交付を
受ける場合には、その補助金等の金額を控除した残額が30万円以上の場合にこの控除を適用することができます。

②住宅借入金等特別控除における増改築等の対象又は特定増改築等住宅借入金等特別控除における省エネ要件の緩和措
置が平成24年12月31日まで延長されました。

２．住宅耐震改修特別控除

適用対象となる地域の要件が廃止されるとともに、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その
住宅耐震改修に要した費用の額からその補助金等の額を控除することになりました。

３．住宅特定改修特別税額控除

次の改正が行われた上、その適用期限が平成24年12月31日まで延長されました。

①高齢者等居住改修工事等に係る税額控除額の上限額（改正前：20万円）が、その適用を受ける年分に応じ、平成23
年分は20万円、平成24年分は15万円に引き下げられました。

②一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、その一般断熱改修工事等
に要した費用の額からその補助金等の額を控除することになりました。

住宅省エネ改修工事等促進税制②

改 正 内 容

1. 平成23年6月30日以後に居住者が住宅の取得等に係る契約を締結する場合について適用
2. 平成23年6月30日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用
3. 平成23年6月30日以後に改修工事に係る契約を締結する場合について適用

適 用 時 期
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成立済



住宅に関するその他の改正（登録免許税・印紙税）

１．住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録
免許税の税率の軽減措置の適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。

２．不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。

登記の種類 本則税率 軽減税率

所有権保存登記 0.4％ 0.15％

所有権移転登記（売買） 2.0％ 0.3％

抵当権設定登記 0.4％ 0.1％

契約書記載金額 本則税率 軽減税率

1千万円超 5千万円以下 2万円 1万５千円

5千万円超 1億円以下 6万円 4万5千円

1億円超 5億円以下 10万円 ８万円

5億円超 10億円以下 20万円 18万円

10億円超 50億円以下 40万円 36万円

50億円超 60万円 54万円

【住宅家屋に係る軽減税率】 【対象となる住宅家屋の主な要件】

○床面積50㎡以上
○中古住宅の場合、建築後20年以内

（耐火建築物は25年以内）等

【不動産譲渡等係る印紙税の特例】
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改 正 内 容

ポ イ ン ト
住宅用家屋の登記等に係る登録免許税の軽減税率、不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の
特例措置が延長されました。

成立済



消費税



消費税の免税事業者の要件の見直し
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改 正 内 容

法人 事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものから適用

個人 その年が平成25年1月1日以後に開始するものから適用
適 用 時 期

前々期

売上 900万円

前期

売上 3,000万円

当期

売上 3,000万円

翌期

前々期

売上 900万円

前期上半期

売上 1,500万円

当期上半期

売上 900万円 翌期

前々期(または前々年)の課税売上高1,000万円超

⇒ 当期(または当年)から課税事業者

前期(または前年)の上半期の課税売上高1,000万円超

⇒ 当期(または当年)から課税事業者

【改正前】

【改正後】 前期

売上 3,000万円

ポ イ ン ト

現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける

事業者のうち、以下の者については事業者免税点制
度が適用されなくなりました

※1 一定の場合、政令で定める期間が6月の期間とみなされます。

※2 上半期の課税売上高の金額に代えて、上半期の給与等の支払明細書

に記載された金額を用いることも可能です。

事業者免税点制度を悪用した課税逃れを抑制するという観点から、上半期(6カ月)の課税売上高が

1,000万円を超える事業者について、翌期(または翌年)から課税事業者となるように見直されました。

（出典）内閣府 税制調査会 資料

免税 免税 課税

免税 課税 課税

①個人
事業者

その年の前年1月1日から6月30日まで
の間の課税売上高※2が1千万円超

②法人

（③以外の
場合）

その事業年度の前事業年度開始の日か
ら6月間※1の課税売上高※2が1千万円超

③法人

(前事業年度
が7月以下
の場合など
一定の場合)

その事業年度の前1年内に開始した前々
事業年度があるときは、当該前々事業
年度の開始の日から6月間※1の課税売上
高※2(その前々事業年度が６月以下の場
合には、その前々事業年度の課税売上
高※2)が1千万円超

成立済



仕入税額控除制度における「95%ル－ル」の見直し等
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①平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用

②平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用
適 用 時 期

※課税売上割合

課税売上(税抜)

課税売上(税抜)＋ 非課税売上(税抜)

消費税の還付申告書(仕入控除税額の控除不足額の記載のあるものに限ります)を提出する事業者に対し、任意に提出依頼さ
れていた「仕入税額控除に関する明細書」について、還付申告書への添付を義務付けられた上で、その記載事項 の見直しが
行われました。

ポ イ ン ト 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、

対象者が課税売上高が5億円以下の事業者に限定されました。

改 正 内 容

課税売
上割合

現 行 改正後

95%
以上

全額控除

その課税期間の課税売上高が5億
円(その課税期間が1年に満たない
場合には年換算)以下の事業者

全額控除

上記以外
個別対応方式 or 
一括比例配分方式

95%
未満

個別対応方式 or 
一括比例配分方式

個別対応方式 or 
一括比例配分方式

①仕入税額控除制度における95%ルールの見直し

②仕入税額控除に関する明細書の添付義務化

成立済
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その他（納税環境等）



租税罰則の見直し ①

経済社会状況の変化に対応し、税制への信頼の向上を図る観点から、租税に係る罰則が強化されました。
また、消費税については、不正還付事案に厳正に対処する観点から、不正還付の未遂を処罰する規定が
創設されました。

ポ イ ン ト

改 正 内 容

経済社会状況の変化に対応し、税制への信頼の一層の向上を図る観点から、租税に関する罰則（国税関係）について、
次の措置が講じられました。

１．大口・悪質な無申告事案に厳正に対応する観点から、故意に「納税申告書を法定申告期限までに提出しないことによ
り税を免れた者」について、5年以下の懲役若しくは500万円以下（脱税額が500万円を超える場合には、情状によ
り脱税額以下）の罰金又はこれらの併科に処されることになりました（直接税及び消費税の場合）。

(注) 消費税、航空機燃料税及び電源開発促進税を除く間接税等については、5年以下の懲役若しくは50万円以下
（脱税額の3倍が50万円を超える場合には、情状により脱税額の3倍以下）の罰金又はこれらの併科に処され、
航空機燃料税及び電源開発促進税については3年以下の懲役若しくは50万円以下（脱税額が50万円を超える
場合には、情状により脱税額以下）の罰金又はこれらの併科に処されることになりました。

２．大口・悪質な消費税の不正還付請求事案に厳正に対応する観点から、消費税の不正還付の未遂を処罰する規定が創設
されました。

３．その他所要の規定の整備が行われました。

(注) ここで「直接税」とは、所得税、法人税、相続税、贈与税及び地価税をいい、「間接税等」とは、消費税、酒税、
たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税及び電源開発促進税
をいいます。

適 用 時 期 平成23年8月30日以後にした違反行為について適用
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租税罰則の見直し②

改 正 内 容

1.故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

税目等 罰則の内容

所得税（租税法42条の3第1項関係を含む）、法人税、相
続税・贈与税（租税法70条の13関係を含む）、地価税、
消費税

5年以下の懲役若しくは500万円（情状により脱税額）以
下の罰金又はこれらの併科

酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税・地方揮発油税
（租税法89条27項及び沖特法156条3項・沖特令74条
の2第35項関係を含む）、石油ガス税、石油石炭税

5年以下の懲役若しくは50万円（情状により脱税額の3
倍）以下の罰金又はこれらの併科

航空機燃料税、電源開発促進税
3年以下の懲役若しくは50万円（情状により脱税額）以下
の罰金又はこれらの併科

2.消費税の不正還付未遂罪の創設

税目等 罰則の内容

消費税 不正に消費税の還付を受けようとした者（未遂）を処罰す
る規定が創設されました。

(注)不正に消費税の還付を受けた者（既遂）の法定刑は、
10年以下の懲役若しくは1,000万円（情状により脱
税額）以下の罰金又はこれらの併科
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消費課税-その他

平成23年4月１日から平成26年3月31日までの間

ポ イ ン ト

改 正 内 容

適 用 時 期

国際競争力強化のため、航空機燃料税の引き下げが行われました。これにより国内航空会社の運賃の
値下げに繋がる可能性があります。

我が国航空会社の国際競争力強化のための航空機燃料税の引き下げ

・航空機燃料税の税率が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間、1キロリットル当たり18,000円
（改正前：26,000円）となりました。

※1972年の導入以来初めての引き下げとなります。国内航空会社の負担を軽減することで、運賃の引き下げを
はじめ、地方の不採算路線の維持などが期待されています。また、国際競争力を強化することが狙いとされて
います。
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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を
図るための所得税法等の一部を改正する法律案



法人税関係の改正案

項目 概要 関係条文

法人税率の引下げ 普通法人の法人税率について30%から25.5％へ引下げ
法66、143、
81の12

減価償却制度の改正
減価償却資産の定率法の償却率を定額法の償却率（1/耐用年数）を2.0倍した数（現
行2.5倍）とする 他

法31

繰越欠損金
①大法人：繰越欠損金の控除限度額について、繰越控除する事業年度の繰越控除前の

所得金額の80％に制限する
②繰越欠損金の繰越期間が9年に延長（現行7年）

法57、58、
81の9

貸倒引当金の縮減
廃止（銀行、保険会社その他これらに類する法人、中小法人等及び売買があったもの
とされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等は除く）

法52
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18%

22%

25.5%

30%

15%3%

4.5%

15%
(3年間の措置)

中小軽減税率の
引下げ

個人事業主(所得800万円)の所得税率

法人税率の
引下げ

所得

税率(国税) 所得が800万円以下
＜約52万社＞

所得が800万円超
＜約21万社＞

平成24年3月31日
まで延長

引き続き協議

注：現行の中小企業に対する軽減税率は、本則22%、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間の時限措置18%

中小法人の軽減税率について、現行の特例による税率を3年間の措置として18%から15%に引き下げるとともに、
現行の本則税率を22%から19%に引き下げる。

（出典）中小企業庁

審議中



法人税関係の改正案（租税特別措置法①）

項目 概要 関係条文

中小企業者等の法人税率
の特例

平成23年４月１日から平成26年３月31日までの間に開始する各事業年度の所得
の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を15％（現行18％）に引
き下げる。

措法42条の３の
２、68条の８関
係

集積区域における集積産
業用資産の特別償却制度

指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額のうち一定の金額
を超える部分の金額を対象から除外した上、その適用期限を平成25年３月31日ま
で延長する

措法11の２、
44、68の20

特定農産加工品生産設備
の特別償却制度

青色申告書を提出する事業者で特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する特定
農産加工業者で中小企業者等に該当するもののうち同法に規定する経営改善措置に
関する計画について同法の承認を受けたものが、平成23年４月１日から平成25年
３月31日までの間に、特定農産加工品生産設備の取得又は製作をして、特定農産
加工業に属する事業の用に供した場合には、その特定農産加工品生産設備の取得価
額の30%相当額の特別償却ができることとする。

措法11の３、
44の４、68の
25関係

特別修繕準備金制度

対象となる特別の修繕から、銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の
連続式溶解炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕、球形のガスホル
ダーにつき定期的に行われる検査を受けるための修繕並びに貯油槽につき定期的に
行われる検査又は点検を受けるための修繕を除外する。なお、これらの修繕に係る
準備金の取崩しについて所要の経過措置を講ずる。

措法20の３、
57の８、68の
58、附則52、
66、82関係

中小企業等の貸倒引当金
の特例における公益法人
等又は協同組合等の繰入
限度額に係る割増措置

割増率を12%（現行16%）に引き下げた上、その適用期限を平成26年３月31日
まで延長する。

措法57の10、
68の59関係
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法人税関係の改正案（租税特別措置法②）

項目 概要 関係条文

特定の医療法人の
法人税率の特例

各事業年度の所得の金額のうち年800万円を超える部分の金額に対する法人税率
を19％（現行22％）に引き下げることとする。なお、特定の医療法人が連結親法
人である場合の税率は、年800万円を超える部分の金額に対して20％（現行
23％）に引き下げる。

措法67の２、
68の100関係）

特定目的会社に係る
課税の特例等

一定の要件を満たす特定目的会社等の欠損金の繰越控除制度の適用については、そ
の控除限度額をその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする。

措法67の14、
67の15、68の
３の２、68の３
の３関係

特定の協同組合等の
法人税率の特例

各事業年度の所得の金額のうち年10億円を超える部分の金額に対する法人税率を
22％（現行26％）に引き下げることとする。

措法68、68の
108関係

各租税特別措置について、
所要の経過措置を講じた
上での廃止

以下の租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
①エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
② 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除
③ 事業革新設備等の特別償却
④ 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金
⑤ 商工組合等の留保所得の特別控除

旧措法10の２の
２、42の５、
68の10、10の
４、42の７、
68の12、11の
２、44の２、
68の21、20の
２、55の６、
68の45、61条
関係

Copyright©2011 Asahi Tax Corporation 66

審議中



法人税関係の改正案（租税特別措置法③）

項目 概要 関係条文

当初申告に係る
制度の改正

当初申告の確定申告書等に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる
制度のうち税額の一定額を上限とする次の制度について、確定申告書等、修正申告書又
は更正請求書に、適用対象となる費用等の額、適用金額等を記載した書類を添付した場
合に限り、確定申告書等に添付された書類に記載された適用対象となる費用等の額を基
礎として計算した金額に係る控除を受けることができることとする。
① 試験研究を行った場合の特別税額控除
② 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例
③ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
④ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
⑤ 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除
⑥ 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
⑦ 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
⑧ 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除
⑨ 法人税等の額から控除される特別控除額の特例
（注）上記の改正は、平成23年４月１日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人
税等について適用する

措法10、10の
２、10の２の２、
10の３、10の
４、10の５、
10の６、42の
４、42の４の２、
42の５、42の
６、42の９、
42の10、42の
11、42の12、
42の13、68の
９、68の９の２、
68の10、68の
11、68の13、
68の14、68の
15、68の15の
２、68の15の
３関係、附則45、
54、55、57、
58、60、61、
62、63、64、
70、71、73、
74、76、77、
78、79、80関
係）

Copyright©2011 Asahi Tax Corporation 67

審議中



国際課税関係の改正案

項目 概要 関係条文

移転価格税制の見直し

①シークレットコンパラブル※の運用の明確化
※類似の取引を行う第三者から質問検査等により入手した比較対象取引についての情報

法人の国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に関する調査に係る質問検査
権、当該調査において提出された帳簿書類の留置き、調査の事前通知の手続等に関
する事項について整備を行うこととされます。

②更正の請求期限の延長
国外関連者との取引に係る課税の特例に係る法人税の更正の請求について、請求す
ることができる期間を6年（現行1年）に延長されます。

措法66の4、
68の88関係

附則69、84
関係、
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相続税・贈与税関係の改正案

項目 概要 関係条文

相続税の基礎控除の引き下げ
5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数（現行）である基礎控除を3,000万
円＋600万円×法定相続人の数（改正案）へ引下げ

相15

相続税の税率構造の見直し
相続税の最高税率を50％（現行）から55％（改正案）に引上げるなど相続税の
税率構造の全般的な見直し

相16

死亡保険金に係る相続税の
非課税限度額の縮減

500万円×法定相続人の数（現行）の非課税限度額を500万×法定相続人のう
ち未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者（改正
案）に縮減

相12

未成年者控除の引上げ
6万円×20歳までの年数（現行）について、10万円×20歳までの年数（改正
案）に引上げ

相19の３

障害者控除の引上げ
6万円（特別障害者については12万円）×85歳までの年数（現行）について、
10万円（特別障害者については20万円）×８５歳までの年数に引上げ 相19の4

相続時精算課税制度の対象と
ならない贈与財産に係る贈与
税の税率構造の見直し

①20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税の税率構
造の見直し

②①以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造の見直し

措70の2の3
相21の7

相続時精算課税制度の適用要
件の緩和

①20歳以上の推定相続人のみ（現行）とする受贈者の範囲を20歳以上の推定相
続人＋20歳以上の孫（改正案）に拡大

②贈与者の年齢要件を65歳以上（現行）を60歳以上（改正案）に引下げ

措70の2の4
相21の9
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個人所得課税の改正案

項目 概要 関係条文

給与所得控除の見直し

①給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、上限が設けられま
す。

②役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合の給与所得控除額について、一定
の区分ごとに上限が設けられます。

所28

特定支出控除の見直し 特定支出の範囲を拡大し、適用判定・計算方法が見直されます。 所57の２

退職所得課税の見直し 勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について「２分の１課税」が廃止されます。 所30

成年扶養控除の見直し
被扶養者が23歳から69歳であれば一律に適用されていた成年扶養控除は、一定の場
合を除き控除が廃止されます。

所84、85他
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その他の改正案

項目 概要 関係条文

更正の請求-期間の延長
と範囲の拡大

納税者が更正の請求を行うことができる期間が延長されます。また更正の請求範囲が
拡大され、当初申告要件が納税者有利の方向に見直されます。

国税権利義務法
第23条関係

理由附記
税務調査の結果として追徴課税がなされた場合において、原則としてすべての処分に
ついて、その理由が明らかにされます。

国税権利義務法
第74条の14
関係

納税者権利憲章の作成
及び公表

国税庁長官は、一連の税務手続に関する事項について、平易な表現を用いて簡潔に記
載した文書を作成し、これを公表します。
（注）納税者権利憲章は、平成24年１月１日に公表します。

国税権利義務法
第４条関係

税務調査の事前通知

税務署長等は、税務職員に実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あら
かじめ、納税者等に対し、その旨を通知した上で、調査を開始する日時等を記載した
書面を調査開始日前に交付します。
（注）平成24年１月１日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等について適用

国税権利義務法
第74条関係

税務調査の終了通知

税務調査終了時の手続について、次のとおり整備を行います。
①調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合

その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知
②調査の結果、更正決定をすべきと認められる場合

税務職員は、調査結果の内容を説明し、その内容を簡潔に記載した書面を交付しま
す。また、税務職員は、納税義務者に対し修正申告等を勧奨することができます。
この場合、調査結果に関し、納税申告書を提出した場合には不服申立てをすること
はできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載
した書面を交付します。

③調査結果につき修正申告等の提出等があったとき又は更正決定等をしたとき
税務署長等は、納税者義務者に対し当該調査が終了した旨を書面により通知します。

（注）平成24年１月１日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等について適用

国税権利義務法
第74条関係
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平成23年度税制改正冊子作成委員会

平成23年度税制改正冊子作成委員会

東京 朝日税理士法人

作成担当者
〔本 部〕木村匡成、郡司雅之、鈴木恵子、関口英二郎、田井貴彦、高尾英一、田中久計、西野哲広、東山秀之、

山崎智子
〔城 南〕秋田大策、片岡勇一、閑野望、古閑俊郎、小坂光重、島原由佳、清水博崇、松角潤悦、松原喜一郎、

安井尚史
〔神奈川〕中村浩之

事 務 局
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〔城 南〕木屋正樹、小林浩二
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平成22年12月16日に公表された平成23年度税制改正大綱は、その後、平成23年1月25日に平成23年度税制改正法案として国会に提出さ
れましたが、同年6月10日に一部が修正され、7月1日現在、成立しておりません。また、一部は別途新たな法律案（「現下の厳しい経済状況
及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」）として国会提出され、同年6月22日に成立しました。
本資料は23年8月1日時点の税法を基に作成をおこなっておりますので、この点にご留意ください。

改正は国会の審議を経て立法されるものであり、本資料の内容には正確を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものでは
ありません。予定される税制改正を踏まえ意思決定等を行なうときは、必ず事前に顧問税理士等の専門家に相談してください。また、資料の出
典については、出典先の資料をそのまま使ったケースと一部に加筆修正したケースがあります。
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